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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロボットと、
　複数の動作を前記ロボットに実行させる制御プログラムとを備え、
　前記複数の動作は、
　調理対象がセットされた調理補助具を、第１セクションでピックアップして第２セクシ
ョンに搬送するとともに、前記第２セクションで前記調理補助具内の調理対象に第１の調
理処理を受けさせる第１動作と、
　前記第２セクションで前記第１の調理処理を受けた調理対象が入る前記調理補助具を第
３セクションに搬送する第２動作とを含み、
　前記第２セクションの上方にはダクトが配置され、
　前記ロボットは、鉛直方向の壁体に基端が固定され、
　前記ロボットの基端は、前記第２セクションから離れた位置における前記壁体に取り付
けられる、調理システム。
【請求項２】
　前記第１セクション、前記第２セクション、及び前記第３セクションは、直線状に並ん
で配置される、請求項１記載の調理システム。
【請求項３】
　前記ロボットの基端は、前記第３セクションにおける前記壁体に取り付けられる、請求
項２記載の調理システム。
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【請求項４】
　前記第３セクションは、前記第２セクションに隣接する、請求項３記載の調理システム
。
【請求項５】
　前記第２動作は、前記第３セクションで前記調理補助具内の調理対象に第２の調理処理
を受けさせることを更に含み、
　前記第２の調理処理は、前記第１の調理処理を受けた調理対象に対する後処理を含む、
請求項４記載の調理システム。
【請求項６】
　前記第１の調理処理は、調理対象を茹でる処理を含む、請求項１から５のうちのいずれ
か１項に記載の調理システム。
【請求項７】
　第１ロボットと、
　第２ロボットと、
　複数の動作を前記第１ロボットと前記第２ロボットに実行させる制御プログラムとを備
え、
　前記複数の動作は、
　前記第１ロボットにより実行され、調理補助具を所定位置にセットする第４動作と、
　前記第２ロボットにより実行され、調理対象をピックアップするとともに、前記第１ロ
ボットにより前記所定位置にセットされた前記調理補助具に、調理対象をセットする第５
動作と、
　前記第１ロボットにより実行され、前記第５動作により調理対象がセットされた前記調
理補助具を、前記所定位置でピックアップするとともに、第２セクションで前記調理補助
具内の調理対象に第１の調理処理を受けさせる第１動作と、
　前記第１ロボットにより実行され、前記第２セクションで前記第１の調理処理を受けた
調理対象が入る前記調理補助具を第３セクションに搬送する第２動作とを含み、
　前記第２セクションの上方にはダクトが配置され、
　前記第１ロボットおよび前記第２ロボットは、鉛直方向の壁体に基端が固定され、
　前記第１ロボットの基端及び前記第２ロボットの基端は、前記第２セクションから離れ
た位置における前記壁体に取り付けられる、調理システム。
【請求項８】
　前記第１ロボットの基端は、前記第３セクションにおける前記壁体に取り付けられる、
請求項７記載の調理システム。
【請求項９】
　前記第２ロボットの基端は、第４セクションにおける前記壁体に取り付けられ、
　前記第３セクション及び前記第４セクションは、前記第２セクションを両側から挟む態
様で、前記第２セクションに対して隣接する、請求項７又は８に記載の調理システム。
【請求項１０】
　前記第２セクション、前記第３セクション、及び前記第４セクションは、直線状に並ん
で配置される、請求項９記載の調理システム。
【請求項１１】
　前記第２動作は、前記第３セクションで前記調理補助具内の調理対象に第２の調理処理
を受けさせることを更に含み、
　前記第２の調理処理は、前記第１の調理処理を受けた調理対象に対する後処理を含み、
　前記複数の動作は、前記第４セクションで前記第２ロボットにより実行され、複数の未
調理の調理対象が配置される容器を搬送する動作を更に含む、請求項１０記載の調理シス
テム。
【請求項１２】
　前記第２セクションは、
　前記第１の調理処理を行うための第１サブセクションと、
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　前記第１サブセクションよりも前記壁体から離れた側に位置するように、前記第１サブ
セクションに対して、前記壁体に対して垂直な方向で隣接する第２サブセクションと、を
含み、
　前記所定位置は、前記第２サブセクションに設定される、請求項１１記載の調理システ
ム。
【請求項１３】
　前記第１の調理処理は、調理対象を茹でる処理を含む、請求項７から１２のうちのいず
れか１項に記載の調理システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、制御プログラム及び調理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、麺を搬送するためのバケットを有する調理システムが知られている（例えば
、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３８７８１６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記のような従来技術では、調理対象を効率的に調理することが難しい
。
【０００５】
　そこで、本開示は、調理対象を効率的に調理することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の一態様によれば、複数のセクションを備える調理場においてロボットに複数の
動作を実行させるためのロボット制御処理を、コンピュータに実行させる制御プログラム
であって、前記複数の動作は、調理対象がセットされた調理補助具を、第１セクションで
ピックアップして第２セクションに搬送するとともに、前記第２セクションで前記調理補
助具内の調理対象に第１の調理処理を受けさせる第１動作と、前記第２セクションで前記
第１の調理処理を受けた調理対象が入る前記調理補助具を、ピックアップして第３セクシ
ョンに搬送する第２動作とを含む、制御プログラムを提供する。
【０００７】
　上記の態様において、好ましくは、前記第２動作は、前記第３セクションで前記調理補
助具内の調理対象に第２の調理処理を受けさせることを更に含み、前記複数の動作は、前
記第３セクションで前記第２の調理処理を受けた調理対象が入る前記調理補助具を、ピッ
クアップして前記第１セクションに搬送する第３動作を更に含む。
【０００８】
　上記の態様において、好ましくは、前記第２の調理処理は、前記第３セクションを形成
する複数のサブセクションごとの複数種類の調理処理を含み、前記第２動作は、前記複数
のサブセクション間で、調理対象が入る前記調理補助具を搬送することを更に含む。
【０００９】
　上記の態様において、好ましくは、前記第１動作から前記第３動作まで一連に順次行う
第１モードと、前記第１動作及び前記第２動作だけを繰り返す第２モードとを含む複数の
モードのうち、選択されたモードで前記ロボットを制御可能である。
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【００１０】
　上記の態様において、好ましくは、作業者の状態又は属性を表す情報に基づいて、前記
モードを選択する。
【００１１】
　上記の態様において、好ましくは、前記調理場に設けられる複数のセンサからのセンサ
情報と、前記ロボットに設けられる複数のセンサからのセンサ情報とに基づいて、異常情
報を発生させる処理を、前記コンピュータに更に実行させる。
【００１２】
　本開示は、ロボットと、複数の動作を前記ロボットに実行させる制御プログラムとを備
え、前記複数の動作は、調理対象がセットされた調理補助具を、第１セクションでピック
アップして第２セクションに搬送するとともに、前記第２セクションで前記調理補助具内
の調理対象に第１の調理処理を受けさせる第１動作と、前記第２セクションで前記第１の
調理処理を受けた調理対象が入る前記調理補助具をピックアップして第３セクションに搬
送する第２動作とを含み、前記ロボットは、多関節ロボットであり、鉛直方向の壁体に支
持される、調理システムを提供する。
【００１３】
　上記の態様において、好ましくは、前記ロボットは、前記第３セクションにおいて、鉛
直方向の壁体に支持される。
【００１４】
　本開示は、複数のセクションを備える調理場において第１ロボット及び第２ロボットに
複数の動作を実行させるためのロボット制御処理を、コンピュータに実行させる制御プロ
グラムであって、前記複数の動作は、前記第１ロボットにより実行され、調理補助具を所
定位置にセットする第４動作と、前記第２ロボットにより実行され、前記調理対象をピッ
クアップするとともに、前記第１ロボットにより前記所定位置にセットされた前記調理補
助具に、前記調理対象をセットする第５動作と、前記第５動作により調理対象がセットさ
れた調理補助具を、前記所定位置でピックアップして、前記第２セクションで前記調理補
助具内の調理対象に第１の調理処理を受けさせる第１動作と、前記第２セクションで前記
第１の調理処理を受けた調理対象が入る前記調理補助具を、ピックアップして第３セクシ
ョンに搬送する第２動作とを含む、制御プログラムを提供する。
【００１５】
　上記の態様において、好ましくは、前記所定位置は、前記第２セクションに位置付けら
れる。
【００１６】
　上記の態様において、好ましくは、前記複数のセクションの並び方向で前記所定位置の
一方側に、前記第１ロボットが配置され、前記並び方向で前記所定位置の他方側に、前記
第２ロボットが配置される。
【００１７】
　上記の態様において、好ましくは、前記第３セクションは、異なる調理処理に対応付け
られた複数のサブセクションを有し、前記複数のサブセクションは、調理処理の順序に従
って前記所定位置から前記一方側に向けて順に配置される。
【００１８】
　上記の態様において、好ましくは、前記複数の動作は、第４セクションで前記第２ロボ
ットにより実行され、複数の未調理の調理対象が配置される容器を搬送する動作をさらに
含む。
【００１９】
　上記の態様において、好ましくは、前記第４セクションは、前記複数のセクションの並
び方向で前記所定位置を挟んで前記第３セクションの逆側にある。
【００２０】
　上記の態様において、好ましくは、前記複数の動作は、前記第２ロボットにより実行さ
れ、前記並び方向で前記所定位置を挟んで前記第３セクションと逆側にある前記第４セク
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ションにて、前記第３セクションで調理処理を受けた前記調理対象を保持する前記容器を
リリースするリリース動作と、前記リリース動作の後に前記第２ロボットにより実行され
、前記第４セクションに配置されている空の前記容器をピックアップする動作とを含む。
【００２１】
　上記の態様において、好ましくは、前記ロボット制御処理は、前記ロボットに前記第１
動作および前記第２動作を繰り返して実行させ、
　前記第１動作の動作タイミングは、前回の前記第１動作の動作タイミングに応じて規定
される。
【００２２】
　上記の態様において、好ましくは、前記ロボット処理装置は、複数の前記調理対象に対
して、順次、前記ロボットに前記第１動作および前記第２動作を繰り返して実行させ、
　前記第１動作は、前記第１の調理処理を行わせる作業に対応し、
　前記第２動作は、前記第１の調理処理を終了させる作業に対応し、
　前記第１の調理処理の調理時間は既定され、
　前記ロボットによる前記複数の前記調理対象の一の調理対象に対する前記第２動作と、
前記複数の前記調理対象の他の調理対象に対する前記第１動作または前記第２動作とが同
時に競合しないように、前記第１動作の開始時刻が制御される。
【００２３】
　上記の態様において、好ましくは、前記第１の調理処理は、前記調理対象を茹でる処理
である。
【００２４】
　本開示は、第１ロボットと、
　第２ロボットと、
　複数の動作を前記第１ロボットと前記第２ロボットに実行させる制御プログラムとを備
え、
　前記複数の動作は、
　前記第１ロボットにより実行され、調理補助具を所定位置にセットする第４動作と、
　前記第２ロボットにより実行され、調理対象をピックアップするとともに、前記第１ロ
ボットにより前記所定位置にセットされた前記調理補助具に、前記調理対象をセットする
第５動作と、
　前記第５動作により調理対象がセットされた調理補助具を、前記所定位置でピックアッ
プするとともに、前記第２セクションで前記調理補助具内の調理対象に第１の調理処理を
受けさせる第１動作と、
　前記第２セクションで前記第１の調理処理を受けた調理対象が入る前記調理補助具をピ
ックアップして第３セクションに搬送する第２動作とを含み、
　前記第１ロボットおよび前記第２ロボットは、多関節ロボットであり、鉛直方向の壁体
に支持される、調理システムを提供する。
【発明の効果】
【００２５】
　本開示によれば、調理対象を効率的に調理することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】第１の実施例における調理システムの構成を示す図である。
【図２】複数のセクションを備える調理場を示す図である。
【図３】第１セクションに配置されるレール５１１を示す斜視図である。
【図４】レール５１１の支持台を示す斜視図である。
【図５】第３セクションの設備を示す斜視図である。
【図６】第２セクションの設備を示す斜視図である。
【図７】ロボットの本体を示す斜視図である。
【図８】ロボット用ハンドを示す斜視図である。
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【図９】プレート部材を取り外した状態のハンド本体部を示す斜視図である。
【図１０】ハンド本体部とトレイとの係合状態を示す斜視図である。
【図１１】トレイの単品状態を示す斜視図である。
【図１２】てぼ（ザル）を保持した状態のトレイを示す斜視図である。
【図１３】第２の実施例における調理システムの構成を示す図である。
【図１４】複数のセクションを備える調理場を示す図である。
【図１５】調理場を示す上面図である。
【図１６】ロボット用ハンドのハンド本体部を示す斜視図である。
【図１７】上面を構成する部材を取り外した状態のハンド本体部を示す斜視図である。
【図１８】ハンド本体部とトレイとの係合状態を示す斜視図である。
【図１９】トレイの単品状態を示す斜視図である。
【図１９Ａ】トレイにてぼ（ザル）が挿入された状態を示す斜視図である。
【図２０】ロボット用ハンドを示す斜視図である。
【図２１】蕎麦を入れる容器を示す斜視図である。
【図２２】仕切りを示す斜視図である。
【図２３】一連の工程における作業のタイミングを示すタイムチャートである。
【図２４】調理場の使用方法を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、添付図面を参照しながら各実施例について詳細に説明する。
【００２８】
（第１の実施例）
　図１は、調理システム１００の構成を示す図である。調理システム１００は、制御装置
１を含む。なお、制御装置１は、１つ以上のコンピュータにより実現されてもよい。この
場合、１つ以上のコンピュータは、サーバコンピュータを含んでもよい。
【００２９】
　図１に示すように、本実施例の制御装置１は、作業装置としてのロボット２１の動作を
制御する処理装置１１と、調理場５０を撮像するカメラ７４ａの画像を処理する画像処理
装置１２と、主制御部１３と、処理装置１１における処理を規定するプログラム及び処理
装置１１における制御に必要なデータを格納する記憶部１４と、主制御部１３における処
理を規定するプログラム及び主制御部１３における制御に必要なデータを格納する記憶部
１５と、を備える。以下で説明する制御装置１の機能は、記憶部１４及び／又は記憶部１
５内に記憶される１つ以上のプログラムを処理装置１１及び／又は主制御部１３が実行す
ることで実現できる。なお、記憶部１４及び記憶部１５は共通の記憶装置により実現され
てもよい。また、画像処理装置１２は、例えばＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）単体であるが、処理装置１１とは別の処理装置（ＧＰＵを含む処理
装置）により実現されてもよい。
【００３０】
　また、主制御部１３には、制御装置１の動作状態等を表示する表示部１６と、作業者等
の操作を受け付ける操作受付部１７と、警報出力部１８とが接続されている。主制御部１
３は、表示部１６や警報出力部１８を介して、ユーザ（作業者）にアドバイスや警報を出
力してよい。例えば、主制御部１３は、複数のセンサ７４、カメラ７４ａ、各種センサ７
４ｂからのセンサ情報と、後述するロボット２１に設けられる複数のセンサからのセンサ
情報とに基づいて、所定の異常を検出した場合に、異常情報を発生させる処理を実行する
。なお、検出対象の所定の異常は、任意であり、異常情報は、異常内容を指示や示唆する
メッセージであってもよいし、単なる警報音等であってもよい。
【００３１】
　また、処理装置１１は、係合強化手段５６を制御する。係合強化手段５６は、例えば電
磁石であるが、吸引力（負圧）を発生させる負圧発生装置等であってもよいし、これらの
組み合わせであってもよい。
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【００３２】
　また、処理装置１１は、信号発生部７１からの情報に基づいて、係合強化手段５６を制
御する。信号発生部７１は、例えば近接センサであってよいし、感圧センサや画像センサ
等であってもよい。
【００３３】
　また、処理装置１１は、調理場５０に配置される複数のセンサ７４に接続される。複数
のセンサ７４は、カメラ７４ａ（画像センサ）や、他の各種センサ７４ｂを含み、調理場
５０の状態を検出する機能を有する。なお、カメラ７４ａは、２台以上設けられてもよい
。
【００３４】
　主制御部１３と処理装置１１は、協働して調理に必要な処理を順次、実行する。
【００３５】
　次に、図２以降を参照して、調理システム１００が機能するのに好適な調理場５０を詳
説する。以下では、主に、蕎麦を調理することを例に説明するが、調理対象は、蕎麦以外
の麺類（例えばうどん、ラーメン、パスタ）であってもよいし、麺類以外の任意の食材（
何らかの調理が必要な食材）であってもよい。
【００３６】
　図２は、複数のセクションを備える調理場５０を示す図である。図２に示す例では、複
数のセクションは、第１セクション５１、第２セクション５２、及び第３セクション５３
を含む。なお、セクションの数は、任意であり、第３セクション５３は省略されてもよい
し、更なるセクションが追加されてもよい。
【００３７】
　図３は、第１セクション５１に配置されるレール５１１を示す斜視図である。第１セク
ション５１では、レール５１１により複数のレーン５１１Ａ、５１１Ｂ、５１１Ｃが規定
される。１つ以上の“てぼ（ザル）”を保持するトレイ８０（以下、単に「トレイ８０」
とも称する）は、レーンのいずれかに載置されて、Ｙ方向Ｙ１側へと搬送される。なお、
この搬送は、作業者による手作業で実現されてもよいし、ロボット２１以外のロボットや
駆動機構で実現されてもよい。なお、レール５１１は、Ｙ１側が下方になるように傾斜が
付けられてもよい。この場合、トレイ８０は、重力の作用により、Ｙ方向Ｙ１側へと移動
できる。
【００３８】
　例えば、第１セクション５１のレーンの最もＹ方向Ｙ１側に、“てぼ（ザル）”を保持
するトレイ８０が位置すると、調理準備開始状態となる。
【００３９】
　図４は、レール５１１の支持台５１２を示す斜視図である。支持台５１２は、レール５
１１を取り外し可能に支持できる。これにより、レール５１１のメンテナンスが容易とな
る。
【００４０】
　図５は、第３セクション５３の設備を示す斜視図である。図５では、第３セクション５
３は、サブセクション５３１、５３２を有する。サブセクション５３１、５３２に割り当
てられる作業は任意であるが、例えば水切り作業や、ぬめりを取る作業である。
【００４１】
　本実施例では、図２に示すように、第３セクション５３に、ロボット２１が配置される
。すなわち、第３セクション５３を構成する設備の壁体Ｗ（図５参照）にロボット２１の
基端２１ａが取り付けられる。壁体Ｗを設備の一部として設けることにより、壁体Ｗ自体
やその支持構造に充分な強度を確保することができる。ただし、取付強度等の問題がなけ
れば調理場５０の壁（建物の壁）や天井にロボット２１の基端２１ａを取り付けることも
可能である。なお、ロボットの２１の基端２１ａは第１セクション５１や第２セクション
５２を構成する壁体やロボットの２１の基端２１ａの近くの壁（建物の壁）に取り付けら
れることとしてもよい。いずれの場合においてもロボットを各セクションの上方の空間に
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配置することができるので、調理システム全体の設置面積を低減することが可能となる。
ただし、第１セクション５１や第３セクションの壁に取り付ける方が、ロボット２１の基
端２１ａが第２セクション５２に配置される場合に比べて、ロボット２１のメンテナンス
が容易となる。また、第２セクション５２の上方に配置されうるダクトとの干渉の可能性
が低減され、スペース効率の良い調理場５０を実現できる。また、第１セクションに配置
される場合と比較して、第３セクションに配置される方が、調理作業を実施する第２セク
ションまでの距離が短くなるので、小型のロボットでも対応可能となる。
【００４２】
　図６は、第２セクション５２の設備を示す斜視図である。第２セクション５２には、蕎
麦を茹でる作業が割り当てられる。
【００４３】
　図７は、ロボット２１の本体を示す斜視図である。なお、図７では、ロボット２１は、
ハンド本体部７２が取り付けられていない状態で示される（図２も同様）。
【００４４】
　ロボット２１は、複数の回転関節を有する多関節ロボットであり、基端２１ａが壁体Ｗ
に取り付けられる。なお、ロボット２１として、回転関節だけでなく直動関節を有するロ
ボット２１を用いることもできる。ロボット２１には、各関節を駆動するためのアクチュ
エータ（不図示）が関節ごとに設けられ、これらのアクチュエータが処理装置１１に接続
されて制御される。ロボット２１の先端２１ｂには、ロボット用ハンド７０（図８）が取
り付けられる。
【００４５】
　本実施例ではロボット２１は、多関節ロボットであり、壁体Ｗ側に退避させることがで
きるので、サブセクション５３１、５３２の上方の作業スペースを効果的に確保できる。
この場合、例えば図２に示す領域Ｒ１付近に立ちながら作業者が作業することも可能とな
り、ロボット２１の非稼働時にも設備を有効に利用できる。
【００４６】
　図８は、ロボット用ハンド７０のハンド本体部７２を示す斜視図である。図９は、プレ
ート部材７００を取り外した状態のハンド本体部７２を示す斜視図である。図１０は、ハ
ンド本体部７２とトレイ８０との係合状態を示す斜視図である。図１１は、トレイ８０の
単品状態を示す斜視図である。図１２は、てぼ（ザル）を保持した状態のトレイ８０を示
す斜視図である。図８には、互いに直交する２つの方向としてＸ方向とＹ方向とが、ハン
ド本体部７２の上面７２０を基準として定義されている。また、図１０～図１２には、Ｚ
方向が定義されている。Ｚ方向は、トレイ８０のトレイ部８１における支持面に垂直な方
向であり、以下では、Ｚ方向Ｚ１側を、「上側」とし、Ｚ方向Ｚ２側を、「下側」として
、上下方向に関連する用語（例えば上面や、下面等）を用いる場合がある。
【００４７】
　ロボット用ハンド７０は、トレイ８０をピックアップし、所定場所（第１セクション５
１等）に載置するのが好適に形成される。ロボット用ハンド７０は、トレイ８０に係合す
るハンド本体部７２を有する。
【００４８】
　ハンド本体部７２は、係合する際にトレイ８０の被支持部８２の下面と面接触する上面
７２０を有する。図８では、ハンド本体部７２は、コの字断面状（Ｘ方向視の形状）のプ
レート部材７００を含み、プレート部材７００が上面７２０を形成する。上面７２０は、
トレイ８０の重力を受け持つ。すなわち、ハンド本体部７２は、トレイ８０の被支持部８
２をすくい上げる態様でピックアップする。これにより、ハンド本体部７２を介してトレ
イ８０を持ち上げている最中に、電源の異常等により、係合強化手段５６が機能しなくな
った場合でも、ハンド本体部７２とトレイ８０との間の係合を維持できる（すなわちトレ
イ８０の落下を防止できる）。
【００４９】
　ハンド本体部７２には、ピン７２１が設けられる。ピン７２１は、例えば上面７２０か
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ら上側に突出する態様で設けられる。ピン７２１の数は任意であるが、図８では、２つで
あり、上面７２０におけるＹ方向の中心位置付近でＸ方向に離間して設けられる。ピン７
２１は、トレイ８０における対応する孔８２１に挿入されることで、ハンド本体部７２が
トレイ８０に係合する際の位置決め機能を果たす。なお、変形例では、トレイ８０側にピ
ン（例えば下向きのピン）が形成され、ハンド本体部７２側に対応する孔が形成されても
よい。
【００５０】
　ピン７２１は、任意の断面形状であってもよいが、好ましくは、断面が円形であり、先
端が細くなるテーパ状の形態である。これにより、係合直前にトレイ８０とハンド本体部
７２との間に僅かなズレがある場合でも、当該ズレを矯正しつつ互いの係合状態を実現で
きる。
【００５１】
　ハンド本体部７２には、係合強化手段５６（図８には概略的に図示）が設けられる。係
合強化手段５６は、好ましくは、Ｘ方向でピン７２１の間に設けられる。なお、上面７２
０には、係合強化手段５６用の穴５６１が形成されてよい。これにより、ハンド本体部７
２とトレイ８０との間の係合度合いを効果的に高めることができる。係合強化手段５６の
数は任意であるが、図８では、２つであり、上面７２０におけるＸ方向の中心位置付近で
Ｙ方向に離間して設けられる。本実施例では、係合強化手段５６は、電磁石であり、被支
持部８２は、磁性体により形成される。これにより、電磁石がオン状態となると、ハンド
本体部７２とトレイ８０との間の係合度合いが高くなる。これにより、外乱等により大き
な振動等が生じた場合でも、ハンド本体部７２とトレイ８０との間の係合を維持できる可
能性を高めることができる。
【００５２】
　ハンド本体部７２には、信号発生部７１（図８には概略的に図示）が設けられる。信号
発生部７１は、上面７２０におけるトレイ８０の被支持部８２の下面と面接触する領域内
に設けられる。なお、上面７２０には、信号発生部７１用の穴７１１が形成されてよい。
信号発生部７１は、ハンド本体部７２に対する被支持部８２の近接状態を検出する。本実
施例では、信号発生部７１は、ハンド本体部７２の上面７２０とトレイ８０の被支持部８
２の下面との間のＺ方向の距離が閾値以下となった場合に、近接状態を表す所定信号を発
生する。信号発生部７１は、例えば近接センサであってよい。
【００５３】
　なお、ハンド本体部７２は、図９に示すように、好ましくは、上面７２０よりも下方に
搭載スペース７５０を有する。なお、図９は、上面７２０を形成するコの字断面状（Ｘ方
向視の形状）のプレート部材７００を取り外した状態で、ロボット用ハンド７０が示され
る。搭載スペース７５０内には、ピン７２１の下部や、係合強化手段５６、信号発生部７
１、配線等が配置されてよい。なお、図９では、信号発生部７１を適切な位置に配置する
ためのスペーサ７１４が図示されている。
【００５４】
　本実施例では、ハンド本体部７２にトレイ８０が係合された状態が第１係合状態（図１
０参照）である。このとき、係合強化手段５６は機能していないか、あるいは微弱である
。なお、「微弱」とは、係合強化手段５６が電磁石の場合、第２係合状態を実現するとき
の通電電流（又は磁力）を１００とした場合、１００よりも有意に小さいことを意味し、
例えば５０以下であり、好ましくは、１０以下である。そして、係合強化手段５６が機能
すると、ハンド本体部７２とトレイ８０との間の係合度合いが高くなる第２係合状態が実
現されてもよい。第１係合状態から第２係合状態への遷移（切り替え）は、処理装置１１
により実現される。具体的には、上述したように、信号発生部７１が例えば近接センサで
ある場合、近接センサは、トレイ８０の、ハンド本体部７２に対する第１係合状態が検出
された場合に、所定信号を発生する。処理装置１１は、この所定信号の発生をトリガとし
て、第１係合状態から第２係合状態への遷移（切り替え）を実現する。なお、信号発生部
７１は、好ましくは、ピン７２１を介して位置決めされていない係合状態では、所定信号
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を発生しないように構成される。すなわち、信号発生部７１は、好ましくは、ピン７２１
を介して位置決めされた係合状態を検出した場合のみ、所定信号を発生する。
【００５５】
　なお、第１係合状態と第２係合状態は、ロボット用ハンド７０とトレイ８０との位置関
係は、同じであり、ともに図１０に示す状態である。
【００５６】
　なお、第１係合状態から第２係合状態への遷移（切り替え）は、ハンド本体部７２の上
面７２０にトレイ８０の重力が作用している状態で実現されてもよい。なお、この場合、
信号発生部７１は、かかる重力の作用状態を検出するセンサ等であってもよい。
【００５７】
　トレイ８０は、図１１に示すように、トレイ部８１と、被支持部８２と、脚部８３とを
含む。
【００５８】
　トレイ部８１は、“てぼ（ザル）”が挿入される貫通孔８１０を有する。貫通孔８１０
の個数は任意であるが、図１１では、３つ設けられる。貫通孔８１０に挿入される“てぼ
（ザル）”は、貫通孔８１０まわりの縁部により支持される。
【００５９】
　被支持部８２は、上述したように、ハンド本体部７２に係合される部分である。被支持
部８２は、ハンド本体部７２の上面７２０に面接触する下面を形成する。被支持部８２は
、ハンド本体部７２のピン７２１が挿入（嵌入）される孔８２１を有する。
【００６０】
　脚部８３は、被支持部８２をトレイ部８１よりも上方に位置するように支持する。脚部
８３は、対で設けられ、上端部が、被支持部８２のＸ方向両側の縁部に接続される。また
、脚部８３は、下端部がトレイ部８１の上面に固定される。このような脚部８３を設ける
ことで、被支持部８２の下方に、ハンド本体部７２の上面７２０を形成する部分が位置で
きるように、被支持部８２をトレイ部８１に対して上方に支持できる。
【００６１】
　本実施例では、第１セクション５１で準備されたトレイ８０は、図１２に模式的に示す
ように、調理前の蕎麦が入った“てぼ（ザル）”を保持する。ロボット２１は、第１セク
ション５１上のトレイ８０をピックアップして、第２セクション５２まで搬送し（空中を
移動させ）、第２セクション５２内に用意された湯内に、トレイ８０ごと漬ける。これに
より、茹で作業（第１の調理処理の一例）を実現できる。茹で作業が開始されると、ロボ
ット２１は、一旦、トレイ８０との係合を解消してもよい。この場合、茹で作業が終了す
るまで、他の作業を実現することも可能である。ついで、茹で作業が開始されてから所定
時間が経過すると、ロボット２１は、第２セクション５２内のトレイ８０をピックアップ
して、第３セクション５３にて後処理（第２の調理処理の一例）を行う。すなわち、ロボ
ット２１は、まず、サブセクション５３１内に溜まった冷水に、トレイ８０を浸して蕎麦
のぬめりを除去する。なお、この際、ロボット２１は、トレイ８０を動かす等して作業効
率を高めてもよい。また、調理場５０は、サブセクション５３１内のトレイ８０を検出す
ると、冷水が注入されるように構成されてもよい。ついで、ロボット２１は、サブセクシ
ョン５３２上にトレイ８０を運び、水切り作業を行う。この際、ロボット２１は、トレイ
８０を傾斜させて上下に振動させることで、水切りが効果的に実現されるようにしてもよ
い。ロボット２１は、水切り作業を終了すると、第１セクション５１にトレイ８０を搬送
し、第１セクション５１上のレール５１１上にトレイ８０を載置する。なお、この際、載
置するレーンは、規定されてもよい。このようにして、一連の調理作業が実現される。
【００６２】
　このように、本実施例によれば、一連の調理作業中におけるトレイ８０の動きは、調理
場５０におけるＹ方向Ｙ２側の端部からＹ方向Ｙ１側の端部まで搬送されてから、Ｙ方向
Ｙ２側に戻る動きとなる。すなわち、往復動する双方向の動きである。
【００６３】
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　ところで、トレイ８０の動きが調理場５０におけるＹ方向Ｙ２側の端部からＹ方向Ｙ１
側の端部までの、一方向の動きだけで一連の調理作業を実現する比較例（図示せず）の場
合、茹で作業に係るセクション（本例では、第２セクション５２）を、茹でた後の作業を
行うセクション（本例では第３セクション５３）よりもＹ方向Ｙ２側に配置する必要があ
る。この場合、ロボット２１は、茹で作業に係るセクション（中央のセクション）に配置
される必要性が高くなる。茹で作業に係るセクションにロボット２１を配置すると、茹で
作業の際の湯気等を受けてロボット２１の耐久性が悪くなり得、また、ダクトとの干渉の
可能性が増す。
【００６４】
　これに対して、本実施例によれば、往復動する双方向の動きで一連の調理作業を実現で
きるので、後処理を行うセクション（すなわち第３セクション５３）に対応付けてロボッ
ト２１を配置できる。これにより、ロボット２１の耐久性が良好となり、かつ、ダクトの
配索の自由度を高めることができる。
【００６５】
（第２の実施例）
　以下、第２の実施例について説明する。図面において、実施例１と実質的に同一の要素
には、同一符号を付している。
【００６６】
　図１３は、調理システム２００の構成を示す図である。調理システム２００は、制御装
置１を含む。なお、制御装置１は、１つ以上のコンピュータにより実現されてもよい。こ
の場合、１つ以上のコンピュータは、サーバコンピュータを含んでもよい。
【００６７】
　図１３に示すように、本実施例の制御装置１は、作業装置としてのロボット２１Ａ（第
１ロボット）およびロボット２１Ｂ（第２ロボット）の動作を制御する処理装置１１と、
調理場１５０を撮像するカメラ７４ａの画像を処理する画像処理装置１２と、主制御部１
３と、処理装置１１における処理を規定するプログラム及び処理装置１１における制御に
必要なデータを格納する記憶部１４と、主制御部１３における処理を規定するプログラム
及び主制御部１３における制御に必要なデータを格納する記憶部１５と、を備える。以下
で説明する制御装置１の機能は、記憶部１４及び／又は記憶部１５内に記憶される１つ以
上のプログラムを処理装置１１及び／又は主制御部１３が実行することで実現できる。な
お、記憶部１４及び記憶部１５は共通の記憶装置により実現されてもよい。また、画像処
理装置１２は、例えばＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）単
体であるが、処理装置１１とは別の処理装置（ＧＰＵを含む処理装置）により実現されて
もよい。
【００６８】
　また、主制御部１３には、制御装置１の動作状態等を表示する表示部１６と、作業者等
の操作を受け付ける操作受付部１７と、警報出力部１８とが接続されている。主制御部１
３は、表示部１６や警報出力部１８を介して、ユーザ（作業者）にアドバイスや警報を出
力してよい。
【００６９】
　また、処理装置１１は、係合強化手段５６を制御する。係合強化手段５６は、例えば電
磁石であるが、吸引力（負圧）を発生させる負圧発生装置等であってもよいし、これらの
組み合わせであってもよい。
【００７０】
　また、処理装置１１は、信号発生部４１からの情報に基づいて、係合強化手段５６を制
御する。信号発生部４１は、例えば近接センサであってよいし、感圧センサや画像センサ
等であってもよい。
【００７１】
　また、処理装置１１は、調理場１５０に配置される複数のセンサ７４に接続される。複
数のセンサ７４は、カメラ７４ａ（画像センサ）や、他の各種センサ７４ｂを含み、調理
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場１５０の状態を検出する機能を有する。なお、カメラ７４ａは、２台以上設けられても
よい。
【００７２】
　主制御部１３と処理装置１１は、協働して調理に必要な処理を順次、実行する。
【００７３】
　次に、図１４以降を参照して、調理システム２００が機能するのに好適な調理場１５０
を詳説する。以下では、主に、蕎麦を調理することを例に説明するが、調理対象は、蕎麦
以外の麺類（例えばうどん、ラーメン、パスタ）であってもよいし、麺類以外の任意の食
材（何らかの調理が必要な食材）であってもよい。
【００７４】
　図１４は、複数のセクションを備える調理場１５０を示す図、図１５は、調理場１５０
を示す上面図である。
【００７５】
　図１４に示す例では、複数のセクションは、第１セクション５１、第２セクション５２
、第３セクション５３および第４セクション５４を含む。なお、セクションの数は、任意
であり、更なるセクションが追加されてもよい。
【００７６】
　図１４に示すように、第２セクション５２は、サブセクション５２１と、サブセクショ
ン５２２とを有する。サブセクション５２１には、蕎麦を茹でるための工程が割り当てら
れる。サブセクション５２２は、トレイ６０を一時的に載置するための置台として機能す
る。なお、サブセクション５２２の構成は任意であるが、例えば、第１セクション５１に
配置されるレール５１１またはこれに類似した構造物を配置し、トレイ６０を載置するた
めの第１セクション５１と同様のレーンを構成してもよい。
【００７７】
　図１４に示すように、第３セクション５３は、サブセクション５３１、５３２を有する
。サブセクション５３１、５３２に割り当てられる作業は任意であるが、例えば水切り作
業や、ぬめりを取る作業である。サブセクション５２１において茹でられた蕎麦を、サブ
セクション５３１、サブセクション５３２の順で、後処理することができる。例えば、サ
ブセクション５３１において、蕎麦のぬめりを取る作業を中心に行い、さらに、サブセク
ション５３２において水で蕎麦をしめる（冷却する）作業を行うことができる。この場合
、サブセクション５３２における水の温度を極力低下させることが要求される一方、サブ
セクション５３１における水の温度は極端に低くなくてもよい。このため、低温の冷水を
サブセクション５３２のみに供給してもよい。この場合、サブセクション５３１における
水位を、サブセクション５３２における水位よりも低く設定し、サブセクション５３２の
水位を超えてサブセクション５３２から溢れた水が、自然にサブセクション５３１に供給
されるようにしてもよい。これにより、サブセクション５３２に供給された冷水を、サブ
セクション５３１においても有効に利用できる。また、サブセクション５３１に対して、
直接、水を供給する必要がなくなる。
【００７８】
　本実施例では、図１４に示すように、第３セクション５３に、ロボット２１Ａが配置さ
れる。すなわち、第３セクション５３を構成する設備の壁体Ｗ（図５参照）にロボット２
１Ａの基端２１ａが取り付けられる。
【００７９】
　また、図１５に示すように、本実施例では、第４セクション５４にロボット２１Ｂが配
置される。すなわち、第４セクション５４を構成する設備の壁体Ｗ１（図１５参照）にロ
ボット２１Ｂの基端２１ａが取り付けられる。なお、ロボットの２１Ｂの基端２１ａは少
なくともロボット２１Ａの基端２１ａよりも第４セクションに近いセクションに設けられ
ればよくいずれの場合においても、ロボット２１との干渉を抑制しつつロボットを各セク
ションの上方の空間に配置することができ、調理システム全体の設置面積を低減すること
が可能となる。ただし、図１４に示すように第４セクション５４の壁に取り付ける方が、
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ロボット２１Ｂによる後述の動作を容易に実行することが可能となる。ロボット２１Ｂが
、第２セクション５２ではなく、第４セクション５４に設けられることで、第２セクショ
ン５２への排気ダクト等の搭載が容易となり、また、第２セクション５２で発生する蒸気
（茹でる際の蒸気）がロボット２１Ｂに直接的に当たることを抑制できる。なお、ロボッ
ト２１Ｂを第２セクション５２など、他の場所に配置してもよい。壁体Ｗおよび壁体Ｗ１
を設備の一部として設けることにより、壁体Ｗおよび壁体Ｗ１自体やその支持構造に充分
な強度を確保することができる。ただし、取付強度等の問題がなければ調理場５０の壁（
建物の壁）や天井に、ロボット２１Ａまたはロボット２１Ｂの基端２１ａを取り付けるこ
とも可能である。
【００８０】
　図１４に示す第４セクション５４は、蕎麦を入れる容器（ばんじゅう）を載置する置台
として機能する。
【００８１】
　ロボット２１Ａおよびロボット２１Ｂは、図７に示すロボット２１と同一の構成を有す
る。
【００８２】
　すなわち、ロボット２１Ａ、２１Ｂは、複数の回転関節を有する多関節ロボットである
。なお、ロボット２１Ａ、２１Ｂとして、回転関節だけでなく直動関節を有するロボット
を用いることもできる。ロボット２１Ａ、２１Ｂには、各関節を駆動するためのアクチュ
エータ（不図示）が関節ごとに設けられ、これらのアクチュエータが処理装置１１に接続
されて制御される。本実施例では、ロボット２１Ａの先端２１ｂには、ロボット用ハンド
４０が取り付けられる。また、ロボット２１Ｂの先端２１ｂには、ロボット用ハンド３０
が取り付けられる。
【００８３】
　本実施例ではロボット２１Ａ、２１Ｂは、多関節ロボットであり、壁体Ｗ、Ｗ１側に退
避させることができるので、例えば、サブセクション５３１、５３２の上方の作業スペー
スを効果的に確保できる。この場合、調理場１５０内で作業者が作業することも可能とな
り、ロボット２１Ａ、２１Ｂの非稼働時にも設備を有効に利用できる。
【００８４】
　図１６は、ロボット用ハンド４０のハンド本体部４２を示す斜視図である。図１７は、
上面４２０を構成する部材を取り外した状態のハンド本体部４２を示す斜視図である。図
１８は、ハンド本体部４２とトレイ６０との係合状態を示す斜視図である。図１９は、ト
レイ６０の単品状態を示す斜視図、図１９Ａは、トレイ６０に“てぼ（ザル）”が挿入さ
れた状態を示す斜視図である。図１６には、互いに直交する２つの方向としてＸ方向とＹ
方向とが、ハンド本体部４２の上面４２０を基準として定義されている。また、図１８、
図１９および図１９Ａには、Ｚ方向が定義されている。Ｚ方向は、トレイ６０のトレイ部
６１における支持面に垂直な方向であり、以下では、Ｚ方向Ｚ１側を、「上側」とし、Ｚ
方向Ｚ２側を、「下側」として、上下方向に関連する用語（例えば上面や、下面等）を用
いる場合がある。
【００８５】
　ロボット用ハンド４０は、トレイ６０をピックアップし、所定位置（第１セクション５
１、サブセクション５２２等）に載置するのが好適な形状に形成される。ロボット用ハン
ド４０は、トレイ６０に係合するハンド本体部４２を有する。
【００８６】
　ハンド本体部４２は、係合する際にトレイ６０の一対の被支持部６２の下面と面接触す
る上面４２０を有する。図１６では、上面４２０は、ロボット２１Ａの先端２１ｂに取り
付けられる取付面４００Ａを有するプレート部材４００により支持される。上面４２０は
、トレイ６０の重力を受け持つ。すなわち、ハンド本体部４２は、トレイ６０の被支持部
６２をすくい上げる態様でピックアップする。これにより、ハンド本体部４２を介してト
レイ６０を持ち上げている最中に、電源の異常等により、係合強化手段５６が機能しなく
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なった場合でも、ハンド本体部４２とトレイ６０との間の係合を維持できる（すなわちト
レイ６０の落下を防止できる）。
【００８７】
　ハンド本体部４２には、ピン４２１が設けられる。ピン４２１は、例えば上面４２０か
ら上側に突出する態様で設けられる。ピン４２１の数は任意であるが、図１６では、２つ
であり、一対の被支持部６２のそれぞれに対応して設けられる。ピン４２１は、トレイ６
０における対応する孔６２１に挿入されることで、ハンド本体部４２がトレイ６０に係合
する際の位置決め機能を果たす。なお、変形例では、トレイ６０側にピン（例えば下向き
のピン）が形成され、ハンド本体部４２側に対応する孔が形成されてもよい。
【００８８】
　ピン４２１は、任意の断面形状であってもよいが、好ましくは、断面が円形であり、先
端が細くなるテーパ状の形態である。これにより、係合直前にトレイ６０とハンド本体部
４２との間に僅かなズレがある場合でも、当該ズレを矯正しつつ互いの係合状態を実現で
きる。
【００８９】
　ハンド本体部４２には、係合強化手段５６（図１６には概略的に図示）が設けられる。
なお、上面４２０には、係合強化手段５６用の穴５６１が形成されてよい。これにより、
ハンド本体部４２とトレイ６０との間の係合度合いを効果的に高めることができる。係合
強化手段５６の数は任意であるが、図１６では、２つであり、一対の被支持部６２のそれ
ぞれに対応して設けられる。本実施例では、係合強化手段５６は、電磁石であり、被支持
部６２は、磁性体により形成される。これにより、電磁石がオン状態となると、ハンド本
体部４２とトレイ６０との間の係合度合いが高くなる。これにより、外乱等により大きな
振動等が生じた場合でも、ハンド本体部４２とトレイ６０との間の係合を維持できる可能
性を高めることができる。
【００９０】
　ハンド本体部４２には、信号発生部４１（図１７には概略的に図示）が設けられる。信
号発生部４１は、上面４２０におけるトレイ６０の被支持部６２の下面と面接触する領域
内に設けられる。なお、上面４２０には、信号発生部４１用の穴（不図示）が形成されて
よい。信号発生部４１は、ハンド本体部４２に対する被支持部６２の近接状態を検出する
。本実施例では、信号発生部４１は、ハンド本体部４２の上面４２０とトレイ６０の被支
持部６２の下面との間のＺ方向の距離が閾値以下となった場合に、近接状態を表す所定信
号を発生する。信号発生部４１は、例えば近接センサであってよい。なお、信号発生部４
１は、被支持部６２に対応して対で設けられてもよいし、一方の被支持部６２にのみ対応
して設けられてもよい。
【００９１】
　なお、ハンド本体部４２は、図１７に示すように、好ましくは、上面４２０よりも下方
に搭載スペース４５０を有する。なお、図１７では、上面４２０を形成する部材を取り外
した状態で、ロボット用ハンド４０が示される。搭載スペース４５０内には、ピン４２１
の下部や、係合強化手段５６、信号発生部４１、配線等が配置されてよい。
【００９２】
　本実施例では、ハンド本体部４２にトレイ６０が係合された状態が第１係合状態（図１
８参照）である。このとき、係合強化手段５６は機能していないか、あるいは微弱である
。なお、「微弱」とは、係合強化手段５６が電磁石の場合、第２係合状態を実現するとき
の通電電流（又は磁力）を１００とした場合、１００よりも有意に小さいことを意味し、
例えば５０以下であり、好ましくは、１０以下である。そして、係合強化手段５６が機能
すると、ハンド本体部４２とトレイ６０との間の係合度合いが高くなる第２係合状態が実
現されてもよい。第１係合状態から第２係合状態への遷移（切り替え）は、処理装置１１
により実現される。具体的には、上述したように、信号発生部４１が例えば近接センサで
ある場合、近接センサは、トレイ６０の、ハンド本体部４２に対する第１係合状態が検出
された場合に、所定信号を発生する。処理装置１１は、この所定信号の発生をトリガとし
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て、第１係合状態から第２係合状態への遷移（切り替え）を実現する。なお、信号発生部
４１は、好ましくは、ピン４２１を介して位置決めされていない係合状態では、所定信号
を発生しないように構成される。すなわち、信号発生部４１は、好ましくは、ピン４２１
を介して位置決めされた係合状態を検出した場合のみ、所定信号を発生する。
【００９３】
　なお、第１係合状態と第２係合状態は、ロボット用ハンド４０とトレイ６０との位置関
係は、同じであり、ともに図１８に示す状態である。
【００９４】
　なお、第１係合状態から第２係合状態への遷移（切り替え）は、ハンド本体部４２の上
面４２０にトレイ６０の重力が作用している状態で実現されてもよい。なお、この場合、
信号発生部４１は、かかる重力の作用状態を検出するセンサ等であってもよい。
【００９５】
　図１９に示すように、トレイ６０は、トレイ部６１と、一対の被支持部６２と、トレイ
部６１と被支持部６２とを接続する脚部６３とを含む。
【００９６】
　トレイ部６１は、調理器具としての“てぼ（ザル）”が挿入される、支持部としての複
数の貫通孔６１０を有する。貫通孔６１０の個数は任意であるが、図１９では、３つ設け
られる。貫通孔６１０に挿入される“てぼ（ザル）”は、貫通孔６１０まわりの縁部によ
り支持される。図１９Ａにおいて、貫通孔６１０に挿入された“てぼ（ザル）”のざる６
５の部分を示している。実際には、３つの貫通孔６１０のそれぞれに対して、“てぼ（ザ
ル）”を挿入することができる。
【００９７】
　被支持部６２は、上述したように、ハンド本体部４２に係合される部分であり、第１の
被係合部および第２の被係合部を構成する。被支持部６２は、ハンド本体部４２の上面４
２０に面接触する下面を形成する。被支持部６２は、ハンド本体部４２のピン４２１が挿
入（嵌入）される孔６２１を有する。
【００９８】
　脚部６３は、被支持部６２をトレイ部６１よりも上方に位置するように支持する。脚部
６３は、被支持部６２に対応して対で設けられ、それぞれの上端部が、対応する被支持部
６２の縁部に接続される。また、脚部６３は、下端部がトレイ部６１の上面に固定される
。このような脚部６３を設けることで、被支持部６２の下方に、ハンド本体部４２の上面
４２０を形成する部分が位置できるように、被支持部６２をトレイ部６１に対して上方に
支持できる。
【００９９】
　また、本実施例では、脚部６３を、上方から視て、隣り合う貫通孔６１０の中間の位置
に設けている。さらに、一対の被支持部６２のそれぞれを一対の脚部６３のそれぞれに対
応させるとともに、上方から視たときの被支持部６２の面積を抑制している。このため、
貫通孔６１０に挿入された“てぼ（ザル）”の上方を広く開放することができ、“てぼ（
ザル）”への蕎麦の投入が容易に行える。すなわち、脚部６３および被支持部６２が貫通
孔６１０に挿入された“てぼ（ザル）”の上方から回避した位置にあるため、蕎麦を投入
する際の障害となることがなく、貫通孔６１０に挿入された“てぼ（ザル）”に蕎麦を投
入することができる。例えば、３つ並んだ貫通孔６１０のうち、中央に位置する貫通孔６
１０は、上方から視たときに、被支持部６２および脚部６３に重ならない位置に設けられ
ている。このため、この貫通孔６１０に挿入された“てぼ（ザル）”に対しても、一対の
被支持部６２および一対の脚部６３の間から、容易に蕎麦を投入することができる。
【０１００】
　図２０は、ロボット用ハンド３０を示す斜視図である。
【０１０１】
　ロボット用ハンド３０は、茹でる前の蕎麦を把持するとともに、把持された蕎麦を所定
の位置で解放するのに適した形態に構成される。
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【０１０２】
　図２０に示すように、ロボット用ハンド３０は、ロボット２１Ｂの先端２１ｂに固定さ
れる基部３１と、基部３１に対して矢印３５の方向に、それぞれスライド可能に移動する
可動部３２および可動部３３と、を備える。可動部３２には４本の爪３２ａ～３２ｄが、
可動部３３には４本の爪３３ａ～３３ｄが、それぞれ設けられている。可動部３２および
可動部３３は、同時に、矢印３５に沿った方向であって、互いに反対方向に移動する。ロ
ボット用ハンド３０は、可動部３２および可動部３３の間の距離が最短になる閉状態と、
当該距離が最長になる開状態との間で、繰り返し状態を切り替えることが可能とされてい
る。爪３２ａ～３２ｄおよび爪３３ａ～３３ｄは、それぞれ、図２０に示すＡ方向（矢印
３５と直交する方向）に沿って配列されている。
【０１０３】
　爪３２ａ～３２ｄは、それぞれ、可動部３２から直線状に延びる基端部３２１（図２０
では、爪３２ａのみに表示）と、基端部３２１から折り曲げて形成された先端部３３２（
図２０では、爪３２ａのみに表示）とを有する。同様に、爪３３ａ～３３ｄは、それぞれ
、可動部３３から直線状に延びる基端部３３１（図２０では、爪３３ａのみに表示）と、
基端部３３１から折り曲げて形成された先端部３３２（図２０では、爪３３ａのみに表示
）とを有する。図２０の例では、基端部３２１および基端部３３１は、互いに平行に延び
ている。
【０１０４】
　爪３２ａと爪３３ａ、爪３２ｂと爪３３ｂ、爪３２ｃと爪３３ｃ、および、爪３２ｄと
爪３３ｄは、それぞれ対をなしており、対をなす爪の先端部３２２と先端部３３２が互い
に爪の先に向かって接近する方向に延びている。
【０１０５】
　ロボット用ハンド３０が閉状態にあるとき、爪３２ａ～３２ｄの先端が、それぞれ爪３
３ａ～３３ｄの先端に接近し、茹でる前の蕎麦を、爪３２ａ～３２ｄと爪３３ａ～３３ｄ
の間に挟み込むようにして保持可能とされる。このとき、対を成す爪の先端部３２２と先
端部３３２が互いに接近する方向に延びているので、基端部３２１および基端部３３１が
蕎麦を挟み込むように蕎麦の両側の側部を覆うと同時に、先端部３２２と先端部３３２が
蕎麦を下方から支持する。このため、蕎麦が落下することを効果的に防止できる。なお、
ロボット用ハンド３０が閉状態にあるとき、対をなす爪の先端部３２２と先端部３３２が
互いに接触してもよく、あるいは、わずかの間隔をあけて互いに離れていてもよい。先端
部３２２と先端部３３２の位置関係は、把持する対象物の特性に応じて、適宜、設定する
ことができる。
【０１０６】
　ロボット用ハンド３０が閉状態から開状態に遷移すると、爪３２ａ～３２ｄと爪３３ａ
～３３ｄの間に挟み込まれて保持されていた蕎麦が、先端部３２２と先端部３３２の間を
滑り落ちるように自重により落下することで、ロボット用ハンド３０からリリースされる
。
【０１０７】
　図２０に示すように、爪を対で設ける場合には、爪の総数は偶数（図２０では、８つ）
となる。またこのとき、爪によって掴まれた蕎麦の落下を防止する観点から、爪の対の数
を２以上とすることが望ましい。すなわち、爪の数を４つ以上とすることが望ましい。
【０１０８】
　図２１は、蕎麦を入れる容器９０を示す斜視図、図２２は、仕切り９２を示す斜視図で
ある。
【０１０９】
　容器９０は、有底形状の容器本体９１と、容器本体９１の内部を区画する仕切り９２と
からなる。容器本体９１の矩形状の内部は、仕切り９２の立壁９２Ａ、９２Ｂ、９２Ｃに
よってマトリクス状に区画されている。例えば、図２２における領域９５は、仕切り９２
によって区画された領域の一つを示している。仕切り９２によって区画された領域ごとに
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、一纏りの蕎麦が入れられる。
【０１１０】
　なお、仕切り９２の形状は任意であり、例えば、複数のサイズの領域が形成されるよう
に、仕切り９２の間隔に変化を与えてもよい。これにより異なる蕎麦の分量、例えば、大
盛り、少量盛りなどにも対応することが可能となる。
【０１１１】
　仕切り９２によって区画された領域のそれぞれには、茹でる前の蕎麦が既定量、例えば
、一人分の量が入れられる。仕切り９２によって区画された領域に、茹でる前の蕎麦をあ
らかじめセットしておくことにより、ロボット用ハンド３０によって、当該領域に入れら
れている蕎麦の全量を確実に掴むことが可能となる。すなわち、開状態にあるロボット用
ハンド３０の爪３２ａ～３２ｄおよび爪３３ａ～３３ｄを当該領域内に差し込み、ロボッ
ト用ハンド３０を閉状態に遷移させると、当該領域に入れられている蕎麦が爪３２ａ～３
２ｄと爪３３ａ～３３ｄの間に挟み込まれて、当該領域に入れられていた蕎麦の全量が保
持される。ロボット用ハンド３０によって、ばらける可能性のある蕎麦などの調理対象を
一纏めごとに掴むことができる。
【０１１２】
　ロボット用ハンド３０を所定の位置に移動させ、ロボット用ハンド３０を開状態に遷移
させると、その位置において蕎麦がリリースされる。
【０１１３】
　図２１、図２２に示すように、仕切り９２には、ロボット用ハンド３０の爪３２ａ～３
２ｄおよび爪３３ａ～３３ｄが係合可能な係合部としての係合孔９３が形成されている。
図２２に示すＡ方向における係合孔９３のピッチは、図２０に示すＡ方向の爪３２ａ～３
２ｄおよび爪３３ａ～３３ｄのピッチに一致している。また、仕切り９２には、容器本体
９１に対して、仕切り９２を係合させるための係合爪９４が形成されている。
【０１１４】
　図２０および図２２におけるＡ方向を合致させた状態において、開状態にあるロボット
用ハンド３０の爪３２ａ～３２ｄおよび爪３３ａ～３３ｄを容器本体９１内の所定位置に
下向きに差し込み、ロボット用ハンド３０を閉状態に遷移させると、係合孔９３に爪３２
ａ～３２ｄおよび爪３３ａ～３３ｄが挿入される。その状態からロボット用ハンド３０を
上昇させると、爪３２ａ～３２ｄおよび爪３３ａ～３３ｄが係合孔９３に係合した状態で
、仕切り９２とともに、係合爪９４を介して仕切り９２に係合した容器本体９１が、すな
わち容器９０の全体が持ち上がる。その後、ロボット用ハンド３０を移動させて、容器９
０を所定位置に載置し、ロボット用ハンド３０を開状態に遷移させると、爪３２ａ～３２
ｄおよび爪３３ａ～３３ｄが係合孔９３から外れる。このようにして、容器９０を所定位
置に移動することができる。
【０１１５】
　このように、仕切り９２に、ロボット用ハンド３０の爪３２ａ～３２ｄおよび爪３３ａ
～３３ｄが係合可能な係合孔９３が形成されているので、ロボット２１Ｂは、ロボット用
ハンド３０を介して、茹でる前の蕎麦を掴んで搬送するだけでなく、容器９０を掴んで搬
送する機能を発揮する。このため、容器９０を移動するためにロボットの台数を増やし、
あるいはロボット用ハンドを複数種類、用意し、ハンドを付け替える必要がない。例えば
、ロボット２１Ｂは、ロボット用ハンド３０を介して、空になった容器９０を第４セクシ
ョン５４から、第５セクション５５（図１４）に移動することができる。第４セクション
５４に、あらかじめ、蕎麦の入った容器９０を積み上げるようにしておけば、空になった
容器９０を上から順に、ロボット２１Ｂによって、適時、例えば、第５セクション５５の
床に置かれたテーブルや台車などの上に移動することが可能となる。容器９０を第５セク
ション５５に対してリリースする際に、ロボット用ハンド３０に印加される容器９０の重
量をセンサにより計測し、当該重量が所定値よりも小さくなったタイミングで容器９０を
リリースしてもよい。これにより、容器９０が実質的に第５セクション５５に載置された
状態で、容器９０をリリースすることが可能となり、容器９０の落下を防止できる。
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【０１１６】
　また、容器９０に、センサ７４ｂに含まれる重量センサを設け、重量センサにより容器
９０に蕎麦が入っているか否かを検出してもよい。容器９０内の蕎麦がすべて搬送され、
容器９０が空になった場合に、この重量センサからの検出情報に基づいて、処理装置１１
がロボット２１Ｂに対して、容器９０を第５セクション５５に移動する指令を送出するこ
とができる。容器９０が空になったことをカメラ７４ａ（画像センサ）による画像に基づ
いて、画像処理装置１２における処理により検出してもよい。また、他のセンサ７４ｂ、
例えば、第４セクション５４に設けられた重量センサにより、これを検出してもよい。容
器９０に蕎麦が残っていることが検出される間は、蕎麦を搬送する作業が実行される。
【０１１７】
　図２２では、係合孔９３が全部で１０個設けられているが、個数は任意である。爪３２
ａ～３２ｄおよび爪３３ａ～３３ｄの数に合わせて８個としてもよい。また、係合孔９３
として例示した係合部の形状も限定されない。係合部は孔でなくてもよく、爪３２ａ～３
２ｄおよび爪３３ａ～３３ｄが係合可能とされていればよい。
【０１１８】
　なお、蕎麦を掴む場合と、容器９０を持ち上げる場合において、ロボット用ハンド３０
の開状態または閉状態における先端部３２２と先端部３３２の間の距離を、それぞれの場
合に最適化させ、互いに異なるものとしてもよい。
【０１１９】
　また、ロボット用ハンド３０の閉状態において、爪３２ａ～３２ｄおよび爪３３ａ～３
３ｄを駆動するモータのトルクをそれぞれの場合に適合させ、互いに異なるものとしても
よい。これにより、蕎麦を掴む場合の力および容器９０を掴む場合の力を最適化できる。
【０１２０】
　次に、本実施例における動作について説明する。
【０１２１】
　本実施例では、第１セクション５１で準備されたトレイ６０は、空の “てぼ（ザル）
”を保持する（図１９Ａ）。ロボット２１Ａは、ロボット用ハンド４０を介して第１セク
ション５１上のトレイ６０をピックアップして、第２セクション５２まで搬送し（空中を
移動させ）、第２セクション５２内のサブセクション５２２にトレイ６０を載置する。な
お、本実施例では、トレイ６０を載置する所定位置として、サブセクション５２２を例示
しているが、トレイ６０を載置する位置は任意である。サブセクション５２２にトレイ６
０を載置する場合には、次にトレイ６０が搬送されるサブセクション５２１がサブセクシ
ョン５２２に隣接しているため、搬送時間が短縮できるという利点がある。
【０１２２】
　一方、ロボット２１Ｂは、ロボット用ハンド３０によって第４セクション５４上の容器
９０に入れられている茹でる前の蕎麦を掴む。上記のように、ここでは、ロボット用ハン
ド３０を開状態から閉状態に遷移させることにより、仕切り９２により区画された領域の
１つから、茹でる前の蕎麦を、爪３２ａ～３２ｄおよび爪３３ａ～３３ｄによって掴むこ
とができる。
【０１２３】
　次に、ロボット２１Ｂは、ロボット用ハンド３０によって、茹でる前の蕎麦を第２セク
ション５２まで搬送し（空中を移動させ）、第２セクション５２内のサブセクション５２
１まで移動し、トレイ６０に挿入された、対応する“てぼ（ザル）”に茹でる前の蕎麦を
投入する。上記のように、蕎麦の投入時には、対応する“てぼ（ザル）”の内部または上
方まで蕎麦を移動させる。次に、ロボット用ハンド３０を閉状態から開状態に遷移させる
ことにより、掴んでいた蕎麦を落下させ、対応する“てぼ（ザル）”に蕎麦を投入するこ
とができる。
【０１２４】
　このとき、上記のように、トレイ６０の脚部６３を、上方から視て、隣り合う貫通孔６
１０の中間の位置に設け、さらに、一対の被支持部６２のそれぞれを一対の脚部６３のそ
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れぞれに対応して設けている（図１８）。このため、貫通孔６１０に挿入された“てぼ（
ザル）”の上方が開放され、脚部６３や被支持部６２がロボット用ハンド３０や、搬送さ
れる蕎麦と干渉しない。このため、容易に貫通孔６１０に挿入された“てぼ（ザル）”に
蕎麦を投入することができる。３つ並んだ貫通孔６１０のうち、中央に位置する貫通孔６
１０に挿入された“てぼ（ザル）”に対しては、一対の脚部６３の間から蕎麦を投入する
ことができる。
【０１２５】
　このような、ロボット用ハンド３０によって第４セクション５４上の容器９０に入れら
れている蕎麦を搬送し、対応する“てぼ（ザル）”に投入するという一連の動作を３回繰
り返すことにより、トレイ６０に挿入されている３つの“てぼ（ザル）”のすべてに蕎麦
を投入することができる。なお、蕎麦を投入するまでの一連の動作は、カメラ７４ａの撮
影画像などに基づいて適切に変更され得る。例えば、トレイ６０に１つまたは２つの“て
ぼ（ザル）”が挿入されている場合には、“てぼ（ザル）”の個数に応じた回数だけ、一
連の動作を繰り返すことができる。また、容器９０に入れられている蕎麦の状況、例えば
、蕎麦が入っている領域の個数に応じて、動作が変更され得る。
【０１２６】
　ロボット２１Ｂがロボット用ハンド３０を第２セクション５２から退去させた後、ロボ
ット２１Ａは、ロボット用ハンド４０を介してサブセクション５２２上のトレイ６０をピ
ックアップして、第２セクション５２のサブセクション５２１に用意された湯内に、トレ
イ６０ごと漬ける。これにより、茹で作業を実行できる。茹で作業が開始されると、ロボ
ット２１Ａは、一旦、トレイ６０との係合を解消してもよい。この場合、茹で作業が終了
するまで、他の作業を実行することも可能である。
【０１２７】
　ついで、茹で作業が開始されてから所定時間が経過すると、ロボット２１Ａは、第２セ
クション５２内のトレイ６０をピックアップして、第３セクション５３にて後処理を行う
。すなわち、ロボット２１Ａは、まず、サブセクション５３１内に溜まった冷水に、トレ
イ６０を浸して蕎麦のぬめりを除去する。なお、この際、ロボット２１Ａは、トレイ６０
を動かす等して作業効率を高めてもよい。また、調理場１５０は、サブセクション５３１
内のトレイ６０を検出すると、冷水が注入されるように構成されてもよい。
【０１２８】
　ついで、ロボット２１Ａは、サブセクション５３２上にトレイ６０を運び、水切り作業
を行う。この際、トレイ６０を傾斜させて上下に振動させることで、水切りが効果的に実
現されるようにしてもよい。ロボット２１Ａは、水切り作業を終了すると、第１セクショ
ン５１にトレイ６０を搬送し、第１セクション５１上のレール５１１上にトレイ６０を載
置する。なお、この際、載置するレーンは、規定されてもよい。このようにして、一連の
調理作業が実現される。
【０１２９】
　次に、蕎麦を容器９０からてぼに投入する動作を繰り返す過程で、容器９０内の蕎麦が
なくなった際の処理について説明する。ロボット２１Ａは、容器９０に予め設けられた重
量センサなどの各種センサ７４ｂやカメラ７４ａの画像から容器９０内の蕎麦がなくなっ
たことを検知する。重量センサを用いる場合は容器９０と仕切り９２を合算した重量以上
の重さを検知しなくなれば蕎麦がなくなったことを検知でき、カメラ７４ａを用いる場合
には仕切り内のすべての区画に蕎麦があるかないかを判定することで検知できる。そして
、蕎麦がなくなったことを検知した場合には、ロボット用ハンド３０によって容器９０を
把持・搬送する。新たな蕎麦が入った容器９０については予め容器９０を複数重ねておき
、空の容器９０を搬送すれば自動的に新たな蕎麦を把持できる状態になるようにしてもよ
いし、他のセクション（不図示）から新たな蕎麦が入った容器９０を搬送することなどと
してもよい。
【０１３０】
　ロボット用ハンド３０による容器９０の搬送にあたっては、ロボット２１Ａが容器９０
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の上方までロボット用ハンド３０を移動させ、ロボット用ハンド３０によって容器９０の
仕切り９２を把持し、搬送させる。また、より詳細には、仕切り９２を把持する際に、仕
切り９２に設けられた係合孔９３にロボット用ハンド３０の先端部３３２を挿入し、係合
孔９３を介して爪３２ａ～３２ｄおよび爪３３ａ～３３ｄと仕切り９２を係合させ容器９
０を掴む。上記のように、ロボット用ハンド３０によって蕎麦だけでなく容器９０も搬送
することで容器９０の入れ替え作業についても追加のシステムを導入することなくロボッ
トによる自動化を実現できる
　ところで、蕎麦を茹でるために必要な一連の工程を成立させるために、当然ながら、処
理装置１１（図１３）は、各動作が終了した後に、次の動作に移行させる制御を実行して
いる。例えば、ロボット２１Ａが第２セクション５２内のサブセクション５２２にトレイ
６０を載置した後に、ロボット２１Ｂが茹でる前の蕎麦をサブセクション５２２に置かれ
たトレイ６０に挿入された “てぼ（ザル）”に投入する。すべての“てぼ（ザル）”に
蕎麦が投入された後に、ロボット２１Ａがトレイ６０をピックアップして、第２セクショ
ン５２のサブセクション５２１に漬けることにより、蕎麦の茹作業が開始される。以降、
複数の作業が順次、実行されて、最後にしめられた（冷却された）状態の蕎麦が、第１セ
クション５１上に置かれることにより、すべての工程が終了する。
【０１３１】
　このような工程を一回だけ最短時間で実行するためには、ロボット２１Ａとロボット２
１Ｂの動きが互いに干渉しない範囲において、特定の作業が終了し、次の作業に移行する
までの時間を極力短くすればよい。この場合、例えば、ロボット２１Ａまたはロボット２
１Ｂは、特定の作業が終了した時点で、次の作業を開始すべき旨の指令を受信し、これに
従って、ロボット２１Ａまたはロボット２１Ｂによる次の作業が開始されればよい。
【０１３２】
　しかし、上記の一連の工程が同時に重なり合うように連続して行われる場合には、各工
程に要する作業時間を考慮する必要がある。例えば、第２セクション５２のサブセクショ
ン５２１で実行される蕎麦の茹で作業は、時間が決められており、所定の時間を越えて茹
でることは許されないが、所定の茹で時間が経過したタイミングでロボット２１Ａが別の
作業をしていると茹で作業中の蕎麦を所定の時間以上茹でてしまう恐れがあった。
【０１３３】
　このため、本実施例では、処理装置１１により、一連の工程を繰り返す場合における作
業の開始タイミングを管理している。
【０１３４】
　図２３は、一連の工程における作業のタイミングを示すタイムチャートである。また、
図２４は、調理場の使用方法を例示する図である。
【０１３５】
　図２３において、時間経過の方向が右方向であり、図２３のレーンＬＮ１～ＬＮ３は、
それぞれ、図２４に示す第１セクション５１に設定されたレーンＬＮ１～ＬＮ３に置かれ
たトレイ６０に対応している。図２３は、レーンＬＮ１～ＬＮ３に置かれたトレイ６０に
対する作業を示している。例えば、最上段に示されたタイムチャートは、レーンＬＮ１に
置かれたトレイ６０に対する作業を、２段目に示されたタイムチャートは、レーンＬＮ２
に置かれたトレイ６０に対する作業を、それぞれ示している。
【０１３６】
　図２４は、上方から視た調理場１５０の一部を示している。図２４では、サブセクショ
ン５２１において、２つのトレイ６０に対し同時に調理（蕎麦を茹でる調理）をすること
ができることを示している。ただし、調理場のスペースや必要な調理スピード等によって
は、３つ以上のトレイ６０を同時に調理できるようにしてもよい。
【０１３７】
　図２３における工程ＳＴ１は、調理指令を受信したロボット２１Ａにより、第１セクシ
ョン５１のトレイ６０を搬送して第２セクション５２内のサブセクション５２２に載置す
る作業に対応する。調理指令は、券売機において顧客が券売機で商品購入した情報を受信
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することで生成してもよいし、店員が顧客から注文を受けた後に調理システムを操作する
ことで生成されることとしてもよい。工程ＳＴ１１は、トレイ６０がサブセクション５２
２載置していることを検知して、ロボット２１Ｂにより、サブセクション５２２に載置さ
れたトレイ６０の“てぼ（ザル）”に、茹でる前の蕎麦をセットする作業に対応する。ロ
ボット２１Ｂはその時点での注文数に応じて、トレイ６０の３つのてぼに蕎麦をセットす
る。すなわち、注文数が３以上であれば、全てのてぼに蕎麦をセットし、注文数が２以下
であれば注文数分だけてぼに蕎麦をセットする。工程ＳＴ２は、てぼに蕎麦をセットする
作業が終了したことを検知して、ロボット２１Ａにより、サブセクション５２２のトレイ
６０をサブセクション５２１まで移動し、サブセクション５２１に投入する作業に対応す
る。
【０１３８】
　工程ＳＴ３は、ロボット２１Ａにより、サブセクション５２１において、蕎麦を茹でる
作業に対応する。工程ＳＴ３に含まれる工程ＳＴ３１は、ロボット２１Ａにより、トレイ
６０を揺すり、蕎麦を湯の中でほぐす作業に対応する。工程ＳＴ３１では、湯を溜めたサ
ブセクション５２２のシンクの中央寄りの領域でトレイ６０を揺する作業が行われる。蕎
麦の茹で時間は、工程ＳＴ３の時間に対応するので、工程ＳＴ３の時間は厳密に管理され
る。なお、工程ＳＴ３の時間が守られることを前提として、工程ＳＴ３１が終了した時点
で、トレイ６０をサブセクション５２１にセットし、一旦、ロボット２１Ａがトレイ６０
をリリースしてサブセクション５２１から退去することは可能である。
【０１３９】
　工程ＳＴ４は、所定の茹で時間経過するタイミングで、ロボット２１Ａにより、トレイ
６０を第２セクション５２から第３セクション５３に搬送し、サブセクション５３１およ
びサブセクション５３２において、順次、蕎麦のぬめりを取り、さらに蕎麦をしめる作業
に対応する。工程ＳＴ４の作業は、工程ＳＴ３における茹で時間を管理するために、その
開始タイミングが厳密に管理される。工程ＳＴ５は、工程ＳＴ４を経たトレイ６０を第１
セクション５１の対応するレーンＬＮ１～ＬＮ３に戻す作業に対応する。
【０１４０】
　なお、工程ＳＴ５の作業が終了後、同じレーンの工程ＳＴ１の作業が開始される前に、
作業者は、第１セクション５１から茹で上がった蕎麦が入ったトレイ６０を受け取り、新
たなトレイ６０を第１セクション５１の対応するレーンセットする作業を行う。
【０１４１】
　ところで、上記のように、サブセクション５２１は、同時に２つ以上のトレイ６０を受
け入れ、これらのトレイ６０に入った蕎麦を同時に茹でることができる。したがって、図
２３に例示した工程を組む場合、レーンＬＮ１（図２３の最上段）の工程ＳＴ３１を終了
した時点で、ロボット２１Ａは、レーンＬＮ２（図２３の２段目）の工程ＳＴ２に移行す
ることも可能である。しかし、本実施例では、蕎麦を茹でる時間を守るために、処理装置
１１は、工程ＳＴ３１の作業終了後、所定時間が経過してからロボット２１Ａによる、次
のレーンの工程ＳＴ２の作業を開始している。これは、実質的に、工程ＳＴ２の作業のタ
イミングに応じて、次のレーンのトレイ６０に対する工程ＳＴ２の作業のタイミングを規
定していることを意味する。仮に、レーンＬＮ１の工程ＳＴ３１の作業終了後、上記の所
定時間が経過する前にロボット２１ＡによるレーンＬＮ２の工程ＳＴ２の作業を開始した
場合には、レーンＬＮ１の工程ＳＴ４または工程ＳＴ５の作業中に、レーンＬＮ２の工程
ＳＴ４の開始時刻になってしまい、レーンＬＮ２における茹で時間が延びてしまう。ここ
で、上記所定期間を調整するにあたっては、レーンＬＮ１の工程ＳＴ２の開始からレーン
ＬＮ２の工程ＳＴ２の開始までの時間ΔＴ１が工程ＳＴ４と工程ＳＴ５の処理時間の合計
時間（第２動作で実施される工程の時間）以上となるように設定することで、レーンＬＮ
１の工程ＳＴ４または工程ＳＴ５の作業中に、レーンＬＮ２の工程ＳＴ４の開始時刻にな
ってしまうことを確実に防止することができる。
【０１４２】
　また、図２３に例示した工程を組む場合、レーンＬＮ１（図２３の最上段）の工程ＳＴ



(22) JP 6981709 B1 2021.12.17

10

20

30

40

50

１を終了した時点で、ロボット２１Ａは、レーンＬＮ１に置かれた次のトレイ６０に対す
る作業工程ＳＴ２に移行することも可能である。しかし、本実施例では、蕎麦を茹でる時
間を守るために、処理装置１１は、工程ＳＴ５の作業終了後、所定時間が経過してからロ
ボット２１Ａによる工程ＳＴ２の作業を開始している。すなわち、工程ＳＴ５の作業終了
後、所定時間が経過したことを条件として、処理装置１１は、ロボット２１Ａに、同じレ
ーン、例えばレーンＬＮ１のトレイ６０に対する工程ＳＴ２の作業を開始させる。これは
、実質的に、工程ＳＴ２の作業のタイミングに応じて、同じレーンの次のトレイ６０に対
する工程ＳＴ２の作業のタイミングを規定していることを意味する。仮に、特定のレーン
（例えば、レーンＬＮ１）の工程ＳＴ５の作業終了後、上記の所定時間ΔＴ２が経過する
前にロボット２１Ａによる同じレーン（例えば、レーンＬＮ１）の工程ＳＴ２の作業を開
始した場合には、この工程ＳＴ２の作業が他のレーン（例えば、レーンＬＮ３）において
必要な作業（例えば、工程ＳＴ４または工程ＳＴ５）と競合してしまい、茹で時間を延長
せざるを得なくなる。
【０１４３】
　図２３の例では、処理装置１１の制御に従い、ロボット２１Ａは、所定のレーン（例え
ば、レーンＬＮ１）における工程ＳＴ３１の作業終了後、次のレーン（例えば、レーンＬ
Ｎ２）の工程ＳＴ１、工程ＳＴ２および工程ＳＴ３１の作業を実行する。次のレーン（例
えば、レーンＬＮ２）の工程ＳＴ３１の作業が終了すると、ロボット２１Ａは、所定のレ
ーン（例えば、レーンＬＮ１）における工程ＳＴ４の作業に戻る。このように、ロボット
２１Ａによる工程ＳＴ２の作業を開始するタイミングを調整することにより、ロボット２
１Ａは、茹で時間を利用して、別のレーンに対する作業を並行して行うことができる。こ
れに対し、仮に、工程ＳＴ５の作業終了後、上記の所定時間が経過する前に、ロボット２
１Ａに、次のレーンの工程ＳＴ２の作業を開始させた場合には、複数のレーンにおいて必
要となるロボット２１Ａの作業時間が重複してしまう。また、仮に、工程ＳＴ５の作業終
了後、上記の所定時間が経過する前に、ロボット２１Ａに、同じレーンの次のトレイ６０
に対する工程ＳＴ２の作業を開始させた場合には、複数のレーンにおいて必要となるロボ
ット２１Ａの作業時間が重複してしまう。これらの場合、いずれかのレーンにおける工程
ＳＴ４の開始が遅れて、蕎麦の茹で時間が長くなってしまう。
【０１４４】
　このように、本実施例では、工程ＳＴ５の作業終了後、所定時間が経過したことを条件
として、対応するレーンのトレイ６０に対する、ロボット２１Ａによる工程ＳＴ２の作業
を開始させている。
【０１４５】
　第１の実施例においても、ロボット２１の作業において、同様の考慮が必要となる。第
１の実施例においても、工程ＳＴ５の作業に相当する作業終了後、所定時間が経過したこ
とを条件として、工程ＳＴ２の作業に相当する作業をロボット２１に実行させることによ
り、一定の茹で時間を確保することができる。
【０１４６】
　以上のように、第２の実施例は、複数のセクションを備える調理場１５０において第１
ロボット（ロボット２１Ａ）及び第２ロボット（ロボット２１Ｂ）に複数の動作を実行さ
せるためのロボット制御処理を、コンピュータに実行させる制御プログラムであって、複
数の動作は、第１ロボットにより実行され、調理補助具（トレイ６０）を所定位置にセッ
トする第４動作と、第２ロボットにより実行され、調理対象（蕎麦）をピックアップする
とともに、第１ロボットにより所定位置にセットされた調理補助具に、調理対象をセット
する第５動作と、第５動作により調理対象がセットされた調理補助具を、所定位置でピッ
クアップして第２セクション５２に搬送するとともに、第２セクション５２で調理補助具
内の調理対象に第１の調理処理を受けさせる第１動作と、第２セクション５２で第１の調
理処理を受けた調理対象が入る調理補助具を、ピックアップして第３セクション５３に搬
送する第２動作とを含む、制御プログラムを開示する。これにより、第１の実施例に対し
、第２の実施例では、調理対象のセットについても自動化が可能となる。
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【０１４７】
　また、第２の実施例は、所定位置は、第２セクション５２に位置付けられる、制御プロ
グラムを開示する。
【０１４８】
　また、第２の実施例は、複数のセクションの並び方向で第１セクション５１の一方側に
、第１ロボットが配置され、並び方向で第１セクション５１の他方側に、第２ロボットが
配置される、制御プログラムを開示する。
【０１４９】
　また、実施例２は、第３セクション５３は、異なる調理処理に対応付けられた複数のサ
ブセクションを有し、複数のサブセクションは、調理処理の順序に従って第１セクション
５１から他方側に向けて順に配置される、制御プログラムを開示する。
【０１５０】
　また、第２の実施例は、ロボット制御処理は、ロボットに第１動作および第２動作を繰
り返して実行させ、第１動作の動作タイミングは、前回の第１動作の動作タイミングに応
じて規定される、制御プログラムを開示する。
【０１５１】
　また、第２の実施例は、調理補助具（トレイ６０）は、上下方向に交差する方向で互い
に対して離れており、それぞれロボット用ハンドが係合可能な第１被係合部および第２被
係合部（被支持部６２）と、第１被係合部および第２被係合部（被支持部６２）により同
時に支持され、上下方向に交差する面内に調理対象（蕎麦）をセット可能な複数の支持部
（貫通孔６１０）を有するトレイ部６１とを有し、複数の支持部（貫通孔６１０）のうち
の少なくとも１つは、上面視で、第１被係合部および第２被係合部（被支持部６２）に重
ならない位置に設けられるロボット用ハンド４０を開示する。
【０１５２】
　また、第２の実施例は、上下方向に交差する方向で互いに対して離れており、それぞれ
ロボット用ハンドが係合可能な第１被係合部および第２被係合部（被支持部６２）と、第
１被係合部および第２被係合部（被支持部６２）により同時に支持され、上下方向に交差
する面内に調理対象（蕎麦）をセット可能な複数の支持部（貫通孔６１０）を有するトレ
イ部６１とを有し、複数の支持部（貫通孔６１０）のうちの少なくとも１つは、上面視で
、第１被係合部および第２被係合部（被支持部６２）に重ならない位置に設けられる調理
補助具（トレイ６０）を開示する。
【０１５３】
　これらの構成によれば、支持部（貫通孔６１０）の上方に、ロボット２１Ｂのための作
業空間を確保することができるため、支持部（貫通孔６１０）に対して調理対象（蕎麦）
を容易にセットすることができる。これにより、第１の実施例に対し、第２の実施例では
、調理対象のセットについても自動化が可能となる。
【０１５４】
　また、第２の実施例は、ロボット用ハンド（３０）であって、
　動作状態として、開状態と閉状態との間を往復可能であり、
　前記動作状態に応じて移動する爪（３２ａ～３２ｄ、３３ａ～３３ｄ）を備え、
　前記動作状態が閉状態のとき、前記爪が、ばらける可能性がある調理対象（蕎麦）を一
纏りごとに掴み、前記動作状態が開状態のとき、前記爪が、前記調理対象をリリースする
態様での第１開閉動作と、
　前記動作状態が閉状態のとき、前記爪が、前記調理対象を一纏りごとに区画して収容す
る容器（９０）を掴み、前記動作状態が開状態のとき、前記爪が、前記容器をリリースす
る態様での第２開閉動作とを、選択的に実行可能である、ロボット用ハンドを開示する。
【０１５５】
　また、第２の実施例は、前記容器は、容器本体と、前記容器本体の内部を前記調理対象
の一纏りごとに区画する仕切り（９２）を備え、
　前記爪は、前記仕切りに形成された係合部（係合孔９３）を介して前記容器を掴むロボ
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ット用ハンドを開示する。
【０１５６】
　また、第２の実施例は、前記係合部は前記容器の中央部にある、ロボット用ハンドを開
示する。
【０１５７】
　また、第２の実施例は、前記係合部は前記仕切りを構成する立壁（９３Ｃ）に形成され
た係合孔である、ロボット用ハンドを開示する。
【０１５８】
　また、第２の実施例は、前記係合孔が形成された前記立壁は対で設けられ、前記対で設
けられた前記立壁間の間隔は、前記調理対象が収容される前記仕切りの立壁（９３Ａ、９
３Ｂなど）間の間隔よりも小さい、ロボット用ハンドを開示する。
【０１５９】
　また、第２の実施例は、複数の前記爪の対を備え、
　前記爪の対は、前記対の立壁に形成された前記係合孔の対にそれぞれ係合する、ロボッ
ト用ハンドを開示する。
【０１６０】
　また、第２の実施例は、前記爪の対のそれぞれは、前記動作状態が開状態のとき、前記
調理対象を下方から支持するように配置された先端部（３２２、３３２）を有する、ロボ
ット用ハンドを開示する。
【０１６１】
　また、第２の実施例は、前記第１開閉動作では、前記調理対象は、ロボット（２１Ａ）
により搬送可能なトレイ（６０）により支持された調理器具（てぼ）に対してリリースさ
れ、
　前記トレイは、前記トレイにより支持された前記調理器具の上方に前記ロボット用ハン
ドの作業空間が確保される形状を有する、ロボット用ハンドを開示する。
【０１６２】
　また、第２の実施例は、前記トレイは、
　前記ロボットにより支持される被支持部（６２）と、
　前記被支持部より下方に位置し、前記調理器具を支持するトレイ部（６１）と、
　前記被支持部と前記トレイ部とを接続する脚部（６３）と、
を備え、
　前記被支持部および前記脚部は、前記作業空間から回避した位置に設けられる、ロボッ
ト用ハンドを開示する。
【０１６３】
　また、第２の実施例は、ロボット用ハンド（３０）と、
　前記容器に収容されている前記調理対象の有無を検出するセンサ（７４ａ、７４ｂ）と
、
　前記センサによる検出結果に応じて、前記第１開閉動作または前記第２開閉動作を選択
して前記ロボット用ハンドに実行させる処理装置（１１）と、
を備える、ロボット用ハンドの制御システムを開示する。
【０１６４】
　以上、各実施例について詳述したが、特定の実施例に限定されるものではなく、特許請
求の範囲に記載された範囲内において、種々の変形及び変更が可能である。また、前述し
た実施例の構成要素を全部又は複数を組み合わせることも可能である。
【符号の説明】
【０１６５】
１　制御装置
１１　処理装置
１２　画像処理装置
１３　主制御部
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１４　記憶部
１５　記憶部
１６　表示部
１７　操作受付部
１８　警報出力部
２１　ロボット
２１Ａ　ロボット
２１Ｂ　ロボット
２１ａ　基端
２１ｂ　先端
３０　　ロボット用ハンド
３２ａ～３２ｄ　爪
３３ａ～３３ｄ　爪
４０　ロボット用ハンド
４１　信号発生部
４２　ハンド本体部
５０　調理場
５１　第１セクション
５２　第２セクション
５３　第３セクション
５４　第４セクション
５６　係合強化手段
６０　トレイ
６２　被支持部
７０　ロボット用ハンド
７１　信号発生部
７２　ハンド本体部
７４　センサ
７４ａ　カメラ
８０　トレイ
８２　被支持部
１００　調理システム
１５０　調理場
２００　調理システム
５１２　支持台
５２１　サブセクション
５２２　サブセクション
５３１　サブセクション
５３２　サブセクション
７２１　ピン
Ｗ　壁体
Ｗ１　壁体
【要約】
　複数のセクションを備える調理場においてロボットに複数の動作を実行させるためのロ
ボット制御処理を、コンピュータに実行させる制御プログラムであって、複数の動作は、
調理対象（例えば蕎麦などの麺）がセットされた調理補助具（１つ以上の“てぼ（ザル）
”を保持するトレイ）を、第１セクションでピックアップして第２セクションに搬送する
とともに、第２セクションで調理補助具内の調理対象に第１の調理処理（例えば、茹でる
処理）を受けさせる第１動作と、第２セクションで第１の調理処理を受けた調理対象が入
る調理補助具を、ピックアップして第３セクションに搬送する第２動作とを含む、制御プ
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